
北秋田市の 2030 年ゼロカーボンシティ達成を目指し、
家庭における再エネ・省エネ機器の導入を支援します。

【補助対象設備】

※対象経費には消費税は含みません。

※区分ごとに千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。

【補助対象】北秋田市に住民登録があり、市税の滞納がない個人

【主な要件】
・設備は新品であること（リースや中古品は不可）
・設置工事を伴う場合、秋田県内に本店又は支店を有する店舗等で購入し、
かつ取付けされるものであること
・補助金の交付申請をした同一年度内に設置できること
（補助金の交付決定前に購入したものは対象となりません）
※この他にも要件がありますので、必ず補助金交付要綱をご確認ください。

【受付期間】令和８年４月１日（水）から予算額に達するまで
（木質ペレットストーブ・薪ストーブは令和 8年 9月末まで）

チラシ裏面のフローチャートもご確認ください。

区分 補助率 上限額
①電気自動車用充電設備 対象経費の 1/2 10 万円

②LED照明器具（管球のみの交換は対象外）
※LED以外の照明からLED照明に交換すること

対象経費の 1/2 5 万円

③電気式生ごみ処理機 対象経費の 1/2 ２万円

④木質ペレットストーブ・薪ストーブ 対象経費の 1/2 20 万円

令和８年度



北秋田市

・見積書の用意

・設置予定場所の写真撮影

（様式６）実績報告書

設置前・設置後の写真

（様式８）請求書

【その他】

①電気式生ごみ処理機の場合は設置予定場所の写真は不要です。

申請の内容を承認するときは（様式５）内容変更等承認通知書により通知します。

⑥電気式生ごみ処理機の場合は設置前の写真は不要です。

⑪補助金の請求から⑫補助金の支払いまでは２週間程度かかります。

補助金申請フローチャート

申請者

 （様式１）補助金交付申請書

 【添付書類】見積書の写し、設置予定場所の写真

（様式２）補助金交付決定通知書 

【添付書類】支払を証明する書類の写し、

（様式７）補助金交付額確定通知書

③審査により補助金を交付しないと決定したときは（様式３）不交付決定通知書により通知します。

⑤着手後に内容の変更・中止をするときは（様式４）内容変更等承認申請書を提出してください。

①補助金の申請
②受付、

③審査（１週間程度）

⑤着手

（交付決定日以降）
④交付決定

⑥設置完了
⑦受付、

⑧審査（１週間程度）

⑩受領 ⑨額確定

⑪補助金の請求 ⑫補助金の支払い


